
 
所得制限限度額表 

（扶養親族の人数１人につき３８万円を加算） 
※所得制限を超えた場合は、その期間は支給停止となり医療費の助成を受けること
ができません。その場合は「医療費支給停止通知」を送付します。

 扶養親族の数 所得制限額 給与収入換算額
 ０人 ３,６６１,０００円 ５,２５２,０００円
 １人 ４,０４１,０００円 ５,７２８,０００円
 ２人 ４,４２１,０００円 ６,２０３,０００円
 ３人 ４,８０１,０００円 ６,６６８,０００円


